
1 マイナンバーカードの利用と取扱い

マイナンバーカードは、本人の顔写真付きIC力ードであるため、本人確認のための身分証明書とし

て利用できます。また、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚

で済む唯一の力ードです。

国が認めた公的な身分証明密として、一般的な本人確認の手続きにおいても、マイナンバーカ{ドは

本人確認審類として取り扱うことが可能ですが、周知不足などの理由から、一部の事業者では利用でき

ない事例が未だに発生しております。そのため、マイナンバーカードを一般的な本人確認の手続きに利

用する際には、事前に各事業者側へのご確認をお願いします。

マイナンバーカード利用のご案内

マイナンバーカードの ICチップに搭載される電子証明書(取得は任意)を利用することで、行政手続

のオンライン申請や、コンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明轡等の公的な証明書を取得

できるほか、ご自宅のパソコンからインターネットを利用して地方税や国税の申告が行える「eLTAX」や

「e-TAX」も利用(カードリーダーが必要)できます。

マイナンバーカードのおもて面は、マイナンバーカードの所有者が同意する場合には誰でもコピーす

ることが可能です。一方、裏面に記載されているマイナンバーについては、マイナンバーの利用可能な手

続きに限りロピーが許されていることにご留意ください。

2 マイナンバーカードの管理と暗証番号の扱い

・マイナンバーカードは紛失、盗難等のないよう大切に取り扱ってください。

・マイナンバーカードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。(暗証番号

記載表は、大切に保管してください。)

・暗証番号を忘れた場合、市役所又は支所の窓口にマイナンバーカードをご持参ください。本人確認を行

つたうぇで、再度設定を行う必要があります。

3 マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、カード発行日から起算します。更新の申請は、カードの表面に記載

されている有効期間満了日の3力月前の翌日から可能です。

18歳以上

18歳未満

※在留資格の変更又は在留期間の更新により、在留期間に変更が生じた場合、最長10回目の誕生日

(18歳未満の方は5回目の誕生日)'まで、マイナンバーカードの有効期間を変更することができます。

日

10回目の誕生日

本人

5回目の誕生日

在留期間なし

10回目の誕生日

5回目の誕生日

外国人

1

在留期間あり

在留期問満了日(※)



マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、新しい在留力ードと一緒に市役所又は支所へお持ちく

ださい。詳しくは、「7 外国人住民の方が在留期間を更新した場合」をご覧ください。

4 引越や婚姻等に伴うマイナンバヤカードの券面情報の変更

引越や婚姻等でマイナンバーカードの住所や氏名等が変重となった場合、転入届や婚姻届等の提出に

併せて、マイナンバーカードを窓口にお持ちください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

なお、追記欄に記載するスペースが無い場合、更新の必要がありますので、6力月以内に撮影した顔写

真が1枚必要(インターネットからの申請は不要。)となります。更新手数料は無料です。

考

5 他市で引き続きマイナンバーカードを継続して利用する場合

八千代市から転出(八千代市以外への引っ越し)しても、以下の条件を満たせぱ、転入先で引き続きマ

イナンバーカードを利用(継続利用)することができます。継続利用の条件を満たさない場合、カードが

失効となり再発行(有半羽が必要となります。

継続利用の条件

①転出予定日から30日を経過しないうちに転入届を行っていること

②転入をした日から14日以内に転入先市区町村に転入届を行っていること

③転入届を行った日から90日以内に転入先市区町村で力ードの継続利用の手続きを行うこと

④マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ ICチップが破損していないこと

6 マイナンバーカードを紛失等の場合

①マイナンバーカードを無くした場合は、直ちに以下のいずれかの電話番号(紛失等の場合には24時

間365日対応)1こ連絡し、マイナンバーカードの電子証明響等の機能の一時停止を行ってください。

②自宅以外での紛失や盗難の場合は、最寄りの警察署に遺失物の届出を行ってください。

③市役,所又は支所の窓口で紛失の届出を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178

マイナンバーカードコールセンター(有料) 0570-783-578

(繋がらない場合には、 050-38 1 8-250)

受付時間:平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30

マイナンバーカード機能の一時停止後に力ードが見つかった場合、見つかったマイナンバーカードを

お持ちのうぇ、市役所又は支所の窓口で一時停止の解除届を行ってください。
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マイナンバーカードを紛失・1則甥等した結果、再交付を希望する場合には、市役所又は支所の窓口で再

交付の申諧を行っていただく必要があります。その際、幽宅以外での紛失や盗難の場合は、警察署から出

される遺失届番号が必要となります。また、著しく損傷したマイナンバーカードにっいては、窓口までお

持ちください。

なお、紛失等に伴う再発行の際は、再発行手数料1,000円(電子証明書が不要の場合は800円)

が掛かります。

7 外国人住民の方が在留期間を更新した場合

在留期間に限りのある方が在留期間を更新した場合、本人からの

の有効期間を変吏することができます。在留期間を更新されたら、市役所の窓口に新しい在留力ードと

マイナンバーカードをお持ちください。

また、在留期間満了日前に在留資格の変更や更新の手続きを行い、満了日までに許可が下りなかった

場合は、許可が下りるまで、最長2力月の仮延長手続きができます。

ただし、以下の場合は、有効期間の変更ができませんので、ご注意ください。

・すでにマイナンバーカードの有効期問が満了している場合

・追記欄に記載するスペースが無い場合

・1Cチップの破損等により、 1C力ードとして機能しない場合

8 市役所や支所の窓口での証明嘗の交付について

市役所や支所の窓口で住民票や印鑑登録証明響の交付を申請する場合には、マイナンバーカードをお

持ちの場合でも、通常どおり、申請手続(申請書の記入や本人確認等)や必要書類(印鑑登録力ード等)

が必要となります。

9 マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスについて

青に基づき、マイナンバーカード

八千代市では、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードで、下記の各種証明書

をコンビニエンスストア等で取得できます。

利用時は、店舗に設讃されているマルチニピー機(キオスク端末)の画面の案内に沿って操作を行い、

利用者証明用電子証明密の暗証番号の入力が必要となります。

利用可能店舗(マルチコピー機が設置されている店舗に限られます)

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンモールハ千代緑が丘店等
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取得できる証明書

種類

住民票の写し

(世帯・個人)

印鑑登録証明書

所得課税証明書

(直近5年分)

手数料

300円

芦籍全部事項証明書

戸籍個人事項証明書

利用時閻

300円

戸籍の附票の写し

300円

午前6時30分~午後11時

※ 1 2月29日~ 1月3日除く

※暗証番号をお忘れになった場合、電話や窓口での回答は一切できません。

市役所又は支所の窓口にお越しいただき、暗証番号再設定の手続きをお願いいたします。

※メンテナンス等の都合により、一時的に利用できない場合がありますので、HP等をご確認ください。

450円

300円

10 その他

以上のほか、マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。

網)~(金)

午前8時3

※祝日・ 1

注意事項

除票は発行できません。

総務省マイナンバー制度と個人番号力ード

http://WWW. soumu. go. jp/kojinban印_card/

0分~午後5時

2月29日~1月3日除く

,印鑑登録している方に限り

ます。

地方公共団体情報システム機構個人番号力ード総合サイト

・本人分に限ります。

1月1日に八千代市に住民

登録があり、居住している方

に限ります。

h士t ://W脚. ko 'inb舶 0-card

・除籍、原戸籍などは発行でき

ません。

・改製前の附票は発行できま

せ門ノ。

0 /iηdex. html
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1.店舗に設置されているキオスク端末(マルチコビー機)の画面に表示

されている「行政サービス」ボタンを選択します。
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5,「お住まいの市区町村

の証明書」を選択します。
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'臭な証覗塞を趣択Lて「彊窒¥る」井「,ン乏抑してくだ轟ι

古住麻い伯布員西"の証割

6,カード交付時に設定し

た利用者証明用の暗証番

号(4桁)を入力

極西

8,お取りになりたい証明

書を選択します。
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1 電子証明審の利用

電子証明書は「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。

①署名用電子証明書は、氏名・住所,生年月日・性別の4情報が記載されており、インターネット等

で電子文書を作成・送信する際に利用します。

電子証明書利用のご案内

暗証番号

利用例

②利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニエンスストア等の端末等にログィン

する際に利用します。

6桁以上16桁以内の

e-TaX等の税の電子申請など

マイナンバーカード申請時、電子証明審
を不要として申請した場合には、電子証
明帯は搭賊されません。

暗証番号

利用例

4桁の数字

字。必ず英字と数字1つ以上の使用が必要(甚皇蛙三太塞室^)

マイナポータルへのログイン、

コンビニエンスストア等における証明書発行サービス、

マイナンバーカードの健康保険証としての利用など

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。

電子証明書を自宅等のパソコンから利用する場合は、以下の準備が必要です。
①動作確認済みとして掲載されている IC力ードリーダライタを用意し、パソコンに接続します。

②パソロンに「利用者クライアントソフト」及ぴIC力ードリーダライタのドライバをインストールし

ます。

利用者クライアントソフト及び動作確認済みの IC力ードリーダライタは、以下のサイトでご確認く

ださい。利用者クライアントソフトほ無料でダウンロードできます。

公的個人認証サービスボータルサイト http://ⅧW.jpki.即.JP/

住民基台帳力ードでご利用されていたIC力ードリーダライタ

ドにも対応しているか、必ずメーカーへご確認ください。マイナンバーカードに対応していない場合は、

ご利用できません。

お.ちの方は、マイナンバーカー
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2 暗証番号の変更等

暗証番号は連続して誤るとロックが掛かり、電子証明書が利用できなくなりますのでご注意ください。

・連続して5回署名用電子証明書

利用者証明用電子証明書・・連続して3回

ロックの解除や暗証番号の変更等は、ご本人が市役所又は支所の窓口に申請する必要があります。

なお、事情によりやむを得ず代理人がお越しになる場合は、市役所から照会書兼回答書をご本人宛に送

付しますので、後日の手続きとなります。後日、以下の嵩類をご持参のうぇ手続きを行ってください。

必要な持ち物

電子証明書は、マイナンバーカードを IC力ードリーダライタにセットし、予め設定した暗証番号を入

力することで利用できます。暗証番号は、上記「利用者クライアントソフト」を利用して定期的に変更す

ることをお勧めします。その際、生年月日などの他人に推測されやすいものは避けてください。

3

ご本人のマイナンバーカード

代理人の本人確認帯類

照会書兼回答書

間違えるとロックが掛かります。

署名用電子証明書の引越等に伴う失効

署名用電子証明婁は、引越や婚姻等により、氏名・住所等に変が生じた場合、自動的に失効します

引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、ご本人が発行の手続きを行ってください。

なお、事情によりやむを得ず代理人がお越しになる場合は、市役所から照会書兼回答書をご本人宛に送

付しますので、後日の手続きとなります。後日、以下の書類をご持参のうぇ手続きを行ってください。

必要な持ち物

※利用者証明用電子証明書は、引越や,姻等によっても自動的に失効しません

4 電子証明書の有効期間と更新

マイナンバーカードの有効期間が満了した場合は、電子証明書は失効します。

署名用電子証明書は、電子的な実印に相当するため、原則として15歳未満は発行しません。発行した

際の暗証番号の設定は、法定代理人が行います。

外国人の方は、在留資格、在留期間によって、電子証明書の有効期間が異なります。

ご本人のマイナンバーカード

代理人の本人確認書類

照会誓兼回答害
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有効期限は以下のとおりとなります。

15歳以上

日本人

外国人(在留期限なし)

署名用電子

証明書

15歳未満

電子証明書の更新手続きは、賓効期限の旦力Σ且^翌日から窓口で行うことができます。佼付時に設

定した暗証番号の入力が必要です。)

※電子証明審の有効期限が過ぎた場合でも、マイナンバーカードの有効期限内は引き続き本人確認書類

として利用できます。

※電子証明書は有効期限を過ぎた後でも、マイナンバーカードの有効期限内で勗れぱ無料で再発行する

ことができます。

利用者証明用電子

証明書

5回目の誕生日

なし 5回目の誕生日

5 電子証明書の自発的な利用取り止め

電子証明審の利用取り止めをご希望される場合は、市役所の窓口にマイナンバーカードをお持ちくだ

さい。

外国人(在留期限あり)

署名用電子

証明書

在留期問満了日

6 その他

以上のほか、電子証明書の利用に関する情報については、公的個人認証サービスボータルサイトを

ご参照ください。

なし

利用者証明用電子

証明書

・公的個人認証サービスボータルサイト ht如://W削.jpki.即.jp/

在艇期間満了日

・マイナンバーカードコールセンター

受付時問

・e-TAX・作成コーナーヘルプデスク

月曜日~金曜日受付時間

平日 9

土日祝 9

(年末年始

0120-95-0178

0570-783-578

050-38 1 8 -1 250

30~20100

30~17;30

12月29日~1月3日を除く)

0570-01-5901

9時~ 17時(祝日等及び1

(総合フリーダイヤル)

(ナビダイヤル)

(ナビダイヤル以外)

9

(全国共通ナビダイヤル)

2月29日~1月3日を除く)


